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日    時 

 

場    所 

 

委員定数 

 

出席委員 

 

 

欠席委員 

 

会議に出席した 

公務員の職氏名 

 

 

 

 

 

傍聴人 

 

日 程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議の概要 

 

事務局 

 

 

 

 

東教育長 

 

 

 

令和２年四国中央市教育委員会第５回臨時会会議録 

 

令和２年８月19日（水） 午後３時00分～ 

 

四国中央市庁 ５階大会議室 

 

５名 

 

教育長 東  誠 、委員 篠原 祥子 、委員 篠原 理 、 

委員  石川 卓 、委員 星川 光代 

 

なし 

 

参与 眞鍋 葵 

教育管理部長 石川 正広 、教育指導部長 古川 拡延 、 

教育総務課長 森実 啓典 、学校教育課長 渡邉 真介 、 

生涯学習課長 窪田 壮哲 、文化・スポーツ振興課長 田邉 真二 、 

教育総務課長補佐 鈴木 崇士 、教育総務課係長 佐藤 崇 、 

教育総務課 松林 永子 、教育総務課 戸田 浩史 

 

なし 

 

 開会宣言 

教育長挨拶 

 

日程第１ 令和２年第５回臨時会会議録署名人の指名 

日程題２ 諸般の報告 

教育長より諸般の報告 

日程第３ 議事 

02請願第２号 社会科公民的分野の育鵬社版を採択しないことを求める 

請願書 

02請願第３号 「教科書採択」に関する「通知」に基いた適正公正な採 

択を求める請願書 

日程第４ その他 

 

閉会宣言 

 

開会 

午後３時00分 定刻になったので、令和２年第５回臨時会を開会する。 

なお、教育委員全員の出席を得られているので、本臨時会の成立を確認す

る。開会にあたり、教育長よりご挨拶をお願いする。 

 

教育長挨拶 

連日のように茹だるような暑さが続いているが、熱中症には十分気を付け

ていただきたい。今年は、お盆の帰省シーズンも街に活気がなく、この時期

の風物詩や毎年見られた風景が姿を消すのは寂しく感じる。常に心の片隅に

は、コロナへの不安がつきまとっているそのような日常になってしまった。 
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事務局 

 

 

東教育長 

 

 

 

東教育長 

 

 

渡邉学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

東教育長 

 

篠原祥子委員 

 

 

 

 

 

東教育長 

 

星川光代委員 

 

 

 

 

東教育長 

 

 

全委員 

 

東教育長 

 

 

 

 

 

本日は、教科書採択に係る請願書が提出されており、その審議をいただき

たく臨時会を開催させていただいたのでよろしくお願いする。 

 

これよりの議事進行を教育長にお願いする。 

 

会議録署名委員の指名 

令和２年第５回臨時会会議録署名人に、篠原祥子委員、星川光代委員を指

名する。 

 

議事 

令和２年請願第２号「社会科公民的分野の育鵬社版を採択しないことを求

める請願書」について説明を求める。 

 

令和２年請願第２号について、請願文書表に基づき説明を行う。 

請願の要旨については、本年８月31日までに教育委員会において予定され

ている2021年度用中学校教科書の採択の議決について、長年にわたり日本国

憲法に基づいた社会科教育の実践と教員養成、さらに教科書執筆等に従事し

た経験に基づき、中学校で使用する2021年度使用教科書の採択に際しては、

社会科公民的分野の育鵬社版を採択しないとのことである。本請願につい

て、ご審議よろしくお願いする。 

 

只今の説明に関して、意見質問等ないか問う。 

 

 請願書を読ませていただき、教科書採択については、様々な考えの下で進

めなければならないことが沢山あることを改めて感じている。子どもたちの

使う教科書については、それぞれの立場での意見があり、そのような意見は

どれも等しく公平に考えながら採択へ進むものだと考えるので、ただ１つだ

けの意見を採択するということは不適切ではないかと思う。 

 

 他に意見質問等ないか問う。 

 

 国において、検定を行った教科用図書の中から選定するという制度におい

て、特定の教科書について、教育的配慮の欠落等の解釈に基づき、それを採

択しないように求めることについては、請願の対象とはなり得ないものと思

うので不採択にすべきと考える。 

 

 他に意見質問等ない旨確認し、本請願に関しお諮りする。 

 「採択」することに賛成される教育委員は、挙手を願う。 

 

 全委員、挙手なし。 

 

全員「採択」することに不賛成の旨確認し、令和２年請願第２号「社会科

公民的分野の育鵬社版を採択しないことを求める請願書」は「不採択」とす

る旨宣する。 

続いて、令和２年請願第３号「『教科書採択』に関する『通知』に基いた

適正公正な採択を求める請願書」について説明を求める。 
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渡邉学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東教育長 

 

篠原理委員 

 

 

 

 

 

 

東教育長 

 

石川卓委員 

 

 

 

 

 

 

東教育長 

 

 

全委員 

 

東教育長 

 

 

令和２年請願第３号について、請願文書表に基づき説明を行う。 

請願の要旨については、2021年度から使用される中学校用教科書の採択手

続において、文部科学省の「教科書採択における公正確保の徹底等について

（通知）」の主として「(1)採択権者の判断と責任について」と「(2)教科書

の調査研究の充実について」が教科書採択手続に大きな影響を与える。しか

し、「通知」が示す教科書採択における「教育委員会の判断」とは、委員ら

の独自の教科書評価に基づく「判断」ではない。「教育委員会の責務」と

は、教科書採択は調査員らによる教育専門的観点からの「綿密な調査研究」

に基づく「評価資料」をベースにするしかないことから、この「評価資料」

が公正であるか否かの「審査」することであり、教科書採択手続全般の適正

さや公正さなどの審査、及びそのための環境を整備するなどの「責任」であ

ると解釈することが、客観的であり妥当であり、しかも、教育的観点からも

適合的である。 

したがって、請願事項「『1、教科書採択は、調査員や各学校の綿密な調査

研究を踏まえた上で、何よりも子どもが教育の主体であるとの教育的観点に

基づき、公正性・透明性に疑念を生じさせることのないよう適正に行うこ

と』、『2、採択基準、採択結果やその理由について、保護者や地域住民等に

対して説明責任を果たすこと』」に基づく適正公正な採択を行うよう憲法16

条の請願権に基づき請願するものである。本請願について、ご審議よろしく

お願いする。 

 

 只今の説明に関して、意見質問等ないか問う。 

 

 今回の教科書採択に係わる研究委員や教科書採択委員は、文科省からの通

知「教科書採択における公正確保の徹底等について」を熟知し、教科用図書

採択の手順に従って調査研究をし、その結果が教育委員会へ答申されてい

る。それらを基に教育委員会において、大所高所に立った判断もしながら当

市の子どもたちにとって最も良い教科書を適正公正に採択している。よって

何ら問題ないと考える。 

 

 他に意見質問等ないか問う。 

 

 教科書採択に係る教育委員会の会議を行うに際しては、静ひつな審議環境

の確保等を行い、会議の公開・非公開を適切に判断するとともに、傍聴に関

するルールを明確に定めるなど適切な審議環境の確保に努めている。また、

四国中央地区教科用図書採択に係る公開請求についても、公開条例や個人情

報保護条例を遵守しながら適切に対応をしており、説明責任を果たしている

と考える。よって何ら問題がないため、本請願は不採択でよいと思う。 

 

他に意見質問等ない旨確認し、本請願に関しお諮りする。 

 「採択」することに賛成される教育委員は、挙手を願う。 

 

 全委員、挙手なし。 

 

全員「採択」することに不賛成の旨確認し、令和２年請願第３号「『教科

書採択』に関する『通知』に基いた適正公正な採択を求める請願書」は「不

採択」とする旨宣する。 
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東教育長 

 

渡邉学校教育課長 

 

 

 

 

東教育長 

 

石川卓委員 

 

 

渡邉学校教育課長 

 

東教育長 

 

 

渡邉学校教育課長 

 

 

 

全委員 

 

東教育長 

 

 

森実教育総務課長 

 

 

 

東教育長 

 

 

 

 

東教育長 

 

 

 

 

 

 

 

以上で日程に示された議案を終了したことを宣し、続いてその他の案件に

移る。 

 

その他 

その他の案件として報告事項等ないか問う。 

 

 「学校における新型コロナウイルス感染症に関する対応について」を資料

に基づき報告する。 

 なお、この件については、２学期の開始とともに保護者に連絡させていた

だく。 

 

 只今の報告に関して、意見質問等ないか問う。 

 

 「臨時休校の判断について」の学校関係者の定義というのは、どのような

範囲を指しているのか。 

 

 児童・生徒、教職員である。保護者は含まれていない。 

 

 この件に関して意見質問等ない旨確認し、その他に報告事項等ないか問

う。 

 

 前回の定例会で議案第38号｢四国中央市学校運営協議会委員の委嘱につい

て｣をご承認いただいたが、名簿に誤りがあり訂正したものを提出させてい

ただいた。 

 

全委員、異議ない旨伝える。 

 

異議ない旨確認し、資料のとおり訂正をお願いする。 

その他に報告事項等ないか問う。 

 

 ご案内させていただいていた第８回定例会について、傍聴者が多く見込ま

れ、新型コロナウイルス感染症対策の観点から開催場所（密にならないよう

配慮）の変更及びそれに伴う時間変更を提案したい。 

  

 改めて、教育委員会第８回定例会を令和２年８月24日（月曜日）午前９時

00分から、四国中央市防災センター３階大会議室に招集する。  

その他に報告等ないか問い、報告意見等ない旨確認する。 

 

閉会 

 午後３時21分、閉会を宣する。 
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以上、会議の顛末を記録し、その真正であることを認め、署名する。 

 

 

 

 教育委員会会議録署名人 

 

 

  四国中央市教育委員会 委員 

 

 

   

  四国中央市教育委員会 委員 

 

 

 

              会議録作成者 教育総務課 鈴木 崇士 

 

 

 

 

 

 


